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第2章 地域を支える力強い産業づくり

地域の豊かな暮らしは、活力ある産業に大きく支えられています。しかし、経済のグローバル
化の影響などを受けた地域間・企業間の競争の激化、社会環境の変化などにより、本県の産業は
いずれも厳しい状況に置かれています。こうした中、進取の気性と勤勉性に富んだ県民の力を合
わせ、豊かな自然環境や農林水産物、伝統あるものづくり技術等の豊富な地域資源など本県の特
性を最大限に生かして、競争力のある力強い産業へと発展させなければなりません。
このため、各産業とも、変化し多様化するニーズを的確に捉え、積極的に対応するとともに、

創造力と技術力により生産物やサービスの付加価値をより高める努力を続けることが求められて
おり、こうした一連の活動を様々な面から支援していきます。
また、持続的な発展を支えていくため、産業を担う人材の確保、育成とともに、安定した雇

用・就業や、多様な就労形態に対応した働きやすい労働環境づくりを進めます。

一羽の鳥

池田満寿夫（1989年）
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世界へ飛躍するものづくり産業の構築

世界市場へ飛躍するものづくり産業の構築を図るため、本県の持つ優位性のある技術
の集積や豊富な地域資源などを最大限に生かし、産業集積の高度化や新たな産業の創出
を推進します。

施
策
の
ね
ら
い

現状と課題

○経済のグローバル化、地域間競争の激化や産業構造の変化により、ものづくり産業は大きな転換期
を迎えています。
○長野県には超精密・微細加工技術などの優位性のある技術の集積と特色ある農林水産物などの豊富
な地域資源があります。
○長野県の持つ潜在力を生かすとともに、産業集積、マーケティング力の強化、さらなる技術力の向
上、人材の育成を図ることにより、世界市場に展開できる長野県産業を構築することが課題となっ
ています。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

電機・情報・電子 機械 輸送 精密 食料・飲料 その他

18 （年）
（速報値）

1716151413121110H9

70,168
65,173

70,181
66,997 64,803

53,319
56,833

60,350
62,599 64,023

資料：統計室「工業統計調査結果報告書」

（億円）

製造品出荷額等の推移（従業者数４人以上の事業所）

施策の展開

■競争力のある産業の集積（ ｐ.157）
県内で培われてきた優位性のある技術を基に、産学官が連携し、新たな素材やデバイス＊などの

高度なものづくり産業が重層的に創出される「信州型スーパークラスター＊」の形成をめざすとと
もに、農林水産物など特色ある地域資源を活用した事業化を推進し、新たな地域ブランド商品や機
能性食品など、競争力のある地域資源活用型産業の創出をめざします。
●信州型スーパークラスターの形成　　●地域資源活用型産業の創出

■マーケティング力の強化（ ｐ.157）
マーケティング人材育成やマッチングの場づくり、情報の収集・発信支援などを行うことにより、
マーケティング力を強化し、新たな市場への展開とそれによる産業集積の高度化を進めます。
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●企業のマーケティング力の強化

■サポート体制の充実（ ｐ.157）
技術高度化への支援、分析・測定などの技術力のサポートをはじめ、経営・資金面などのサポー

ト体制を充実するとともに、長野県の特性を生かした企業誘致を推進します。
●高度技術形成支援体制の整備　　●企業誘致の推進　　●事業資金の円滑な供給　　　
●意欲ある中小企業の育成

■人材の育成（ ｐ.158）
民間と公的機関などが協働し、経営者や技術者など、あらゆる層の産業人材の育成を進めます。
●実践的技術者の育成　　●技術・技能の継承支援
●環境経営基盤確立のための人材育成

達成目標

【用語解説】
＊デバイス：特定の機能を持った機器、装置、道具という意味の英単語。特定の機能によって「電子デバイス」、「情報通信デ
バイス」などとして使用する。

＊クラスター：本来「ぶどうの房」を意味するが、経済用語としては、「特定分野における関連企業、サービス提供者、関連機
関（大学、業界団体など）などが地理的に集中し、競争しつつ同時に協力している状態」を指す。

＊信州型スーパークラスター：地域企業が有する精密切削、微細金型、表面処理などの基盤技術をベースとし、新たな素材・
デバイス・モジュールなど高度なものづくり産業が次々と重層的に創出され、高い国際競争力を持つ産業集積（クラスター）
の姿

＊地域産業資源活用事業計画：中小企業地域資源活用促進法に基づいて作成する、地域の強みである農林水産物、鉱工業品と
その生産技術、観光資源等の地域資源を活用した具体的な事業計画のこと。国の認定を受けることにより、様々な支援を受
けることができる。

＊知的クラスター創成事業：知的創造の拠点である大学・公的研究機関等と研究開発型企業等が国際的な競争力のある技術革
新に取り組み、新産業や新技術の集積をめざす文部科学省が行う事業のこと。

種別 指標名 ５年前 
（平成14年度） 現 状 目 標 

（平成24年度） 備 考 

県民 製造品出荷額等 5.3兆円 
（H14年） 

6.4兆円 
（H18年） 
（速報値） 

７兆円 
（H24年） 

県民 工場立地件数 21件 
164件 

（H14～18年度 
累計） 

200件 
（H20～24年度 

累計） 

県 

活動 

地域産業資源活 
用事業計画＊ 

認定数 
― １件 

25件 
（H19～23年度 

累計） 

県 

活動 

知的クラスター 
創成事業＊に係 
る特許出願数 

― 
233件 

（H14～18年度 
累計） 

380件 
（H14～23年度 

累計） 

※目標年次は事業計画期間に合わせ
ている。 

現状は平成19年10月現在 
※目標年次は国の事業計画期間に合
わせている。 

県内の工場立地の件数（工場立地動
向調査） 
［最近の全国平均伸び率を上回る数値
を設定］ 

「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、
「修理料収入額」、「製造工程から出た
くず及び廃物」の出荷額と「その他
の収入額」の合計で、消費税等など
の内国消費税を含んだ額（工業統計
調査結果報告書） 
［過去最高水準を参考に設定］ 
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観光立県「長野」の再興

観光立県「長野」の再興を図るため、観光旅行者の視点に立った、地域特性を生かし
た魅力ある観光地づくり、もてなしの心を持った人材の育成、誘客促進に向けた情報発
信などの取組を戦略的に展開します。

施
策
の
ね
ら
い

現状と課題

○国内外の観光地間競争が激化し、観光ニーズが多様化、高度化する中、観光地利用者数・観光消費
額ともに3年連続減少するなど、本県観光は、危機的な状況におかれています。
○本県の冬の観光を支えたスキー場の利用者は減少を続け、ピーク時の約3分の1となっています。
○観光産業は本県の基幹産業の一つであり、そのすそ野の広さから、観光産業の低迷は地域経済に大
きな影響を及ぼしています。
○観光産業の活性化を図るため、全県あげて観光旅行者の満足度の向上に取り組み、多くの人々が何
度も訪れたくなる観光地づくりを進めるとともに、効果的な施策展開により誘客を促進することが
必要となっています。

8,000

9,000

10,000

11,000

18 （年） 1716151413121110Ｈ９ 

資料：観光企画課 

観光地利用者数と観光消費額の推移 

（万人） 

（億円） 延利用者数 観光消費額 

8,756万人 

4,565億円 

3,241億円 

10,533万人 

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

施策の展開

■魅力ある観光地づくり（ ｐ.158）
豊かな自然環境や美しい景観、伝統の食文化など、多様な観光資源に磨きをかけ、地域特性を生

かした魅力ある観光地づくりを推進します。また、観光産業従事者にとどまらず、地域全体のホス
ピタリティ＊の向上を図り、地域の核となって観光魅力を創造する人材育成に取り組むなど、観光
旅行者が十分満足できる環境づくりを推進します。
●環境との共生　　●食文化の振興　　●観光を担う人づくり
●特色ある地域づくり　　●受入環境の整備
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■誘客の促進（ ｐ.159）
地域相互に観光魅力を補い、高め合うために、県内地域間の連携だけでなく県外地域とも連携し、
広域観光を推進します。また、外国人が県内を旅行しやすい環境を整え、外国人旅行者の誘致を促
進します。さらに、観光旅行者の視点に立ったきめ細やかで質の高い情報を発信し、誘客の促進を
図ります。
●広域観光の推進　　●国際観光の推進　　●観光情報の発信

達成目標

【用語解説】
＊ホスピタリティ：一般的には、「もてなしの心」と訳されているが、「まごころ」や「思いやり」なども含んだ訪問者を受け
入れる側の心構えを示す広い概念

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

38.7％
（H19年度）

50％以上

県民

県民

3,241億円
（H18年）

4,000億円
以上

（H24年）

―

3,693億円
（H14年）

5万7千人
（H14年）

県内観光地内で観光旅行者が支出
した宿泊費、交通費、飲食費等の
総計（観光地利用者統計調査）
［観光地利用者数の増に伴う消費
額の増及び1人当たりの消費額の
拡大を考慮して設定］

（県政世論調査）
県内の観光サービス
に対する満足度

観光消費額

県民

県民

8,756万人
（H18年）

1億人以上
（H24年）

9,665万人
（H14年）

県内観光地の延べ利用者数（観光
地利用者統計調査）
［国の観光立国推進基本計画を参
考に設定］

観光地利用者数

18万4千人
（H18年）

37万人以上
（H24年）

県内の外国人延べ宿泊者数（外国
人宿泊者数調査）
［最近の外国人宿泊者数の動向を
参考に設定］

外国人宿泊者数

美しい景観 伝統の食文化（そば打ち）
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地域が輝く元気な農業・農村の構築

農業を魅力ある産業として発展させ、活力ある農村づくりを進めるため、農業の担い
手育成と農産物の高付加価値化を進め、農業・農村基盤の整備に取り組みます。

施
策
の
ね
ら
い

現状と課題

○少子高齢化などによる農業の担い手不足、農産物の輸入自由化や産地間競争の激化など、農業を取
り巻く環境は厳しさを増しています。
○農業の担い手を育成し、地域資源の活用やマーケティング力の強化により農業の競争力を高めるこ
とが必要となっています。
○食の安全・安心への意識の高まりやライフスタイルにあわせた食の提供など、消費者のニーズに的
確に応えられることが求められています。

農産物産出額の推移 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 
（年） 

（億円） 

3,000

4,000

2,000

1,500

1,000

500

0

2,500

3,500

4,500

1716151413121110987654H３ 

施策の展開

■人づくりと組織づくり（ ｐ.160）
農業の担い手の育成と地域農業を支える組織づくりを進めるとともに、農業技術の開発と効率的

な普及や農業経営の規模拡大などにより、競争力のある農業経営体を育成します。
●担い手の確保・育成と地域営農の仕組みづくり

■農産物の高付加価値化（ ｐ.160）
本県農業の基幹的役割を担っている水田農業の推進、新技術の導入による省力・低コスト栽培、

市場価値の高いオリジナル品種の生産拡大などによる競争力の高い園芸産地づくりを進めるととも
に、食の安全・安心に応える農産物の生産供給体制を確立します。また、新たなマーケティング戦
略、食育＊・地産地消への取組や農業・農村ビジネスの創造により、農産物の高付加価値化を推進

農産物産出額に占める園芸作物の割合 

野菜 
23％ 

果実 
19％ 

花き 
7％ 

きのこ 
16％ 

米穀・ 
畜産・ 
その他 
35％ 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」（平成17年） 

総産出額 
2,735億円 
うち園芸作物 
1,774億円 
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します。
●需要に的確に対応した水田農業の推進　　●競争力の高い園芸産地づくり
●安全でこだわりのある畜産物づくり　　●新たなマーケティング戦略の推進
●技術開発と効率的な普及　　●食育＊・地産地消の推進
●農業・農村ビジネスの創造

■農業・農村基盤の整備（ ｐ.162）
農産物の安定生産を図り、災害に強い住みよい農村づくりができるよう農業・農村の基盤整備に

取り組みます。
●農業生産基盤・農村生活環境基盤の整備　　●防災対策の推進

【用語解説】
＊食育：様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間
を育てること。

指標 

種別 
指標名 ５年前 

（平成14年度） 現 状 目 標 
（平成24年度） 備 考 

農業農村総生産額 ― 2,899億円 
（H17年） 

3,000億円 
（H24年） 

県民 農産物産出額 2,990億円 
（H14年） 

2,735億円 
（H17年） 

2,800億円 
（H24年） 

農業関連産出額 ― 164億円 
（H17年） 

200億円 
（H24年） 

農産物産出額、農業関連算出
額の合計  
長野県食と農業農村振興計画
による。 

農業生産活動による農産物の
生産を示す額  
長野県食と農業農村振興計画
による。  
［品目ごとの生産流通構造や
作物生産振興方針等をもとに
設定］ 

食品・観光の連携等による農
業の付加価値的な生産を示す
額  
長野県食と農業農村振興計画
による。  
［農産加工や観光ニーズ等の
動向を踏まえ設定］ 

集落営農組織による活動 高品質花きの栽培

達成目標
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持続可能な林業・木材産業の振興

林業の再生と木材産業の活性化を図るため、効率的な間伐・搬出の促進、信頼性の高
い県産材製品の加工・流通体制の整備促進などによる林業・木材産業の経営体制の強化、
県産材の利用促進を図ります。

施
策
の
ね
ら
い

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1817161514127Ｈ２ 605550Ｓ45

1,276

2,055

783

1,789

682

1,655

712

1,369

476

1,118

334

867

225

521

194

419

188

378

209

374

204

327

205

299

県内素材供給量の推移 

資料：農林水産省「木材需給報告書」 

（年） 

（千m3） 

他県材他県材 

外国産材外国産材 外国産材 

他県材 

県産材 

施策の展開

■循環利用が可能な森林づくり（ ｐ.162）
森林の集団化（団地化）＊により、計画的・効率的な間伐＊の実施と間伐材の搬出を進めます。
●計画的な間伐と間伐材の搬出促進

■経営体制の強化（ ｐ.163）
林業を担う人材の育成・確保、林道などの林内道路網＊の整備や高性能林業機械の導入などによ

る低コスト林業を進めるための基盤整備、県産材製品の安定的な加工・流通体制の整備などにより、
林業・木材産業の経営体制強化を図ります。

現状と課題

○林業の担い手の減少や高齢化、木材価格の長期にわたる低迷など、林業を取り巻く環境は依然とし
て厳しい状況が続いています。

○外国産丸太の高騰・品薄傾向により、特に合板、集成材市場で国産材への原料の転換が起きており、
今後の県産材の生産状況が注目されています。

○県内の素材生産量は、平成15年（2003年）まで減少傾向にありましたが、ここ数年では増加傾向
にあります。

○県産材の生産・流通・加工体制を整備し、信頼性の高い製品を安定的に供給する必要があります。
○公共施設や住宅などに県産材を活用することにより、需要拡大を図る必要があります。
○再生産が可能な資源である木材の利用を促進することにより、森林の健全な育成につながるととも
に、二酸化炭素の固定が進むため、地球温暖化防止に貢献することが期待されています。
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●未来の森林づくりを担う人材の育成　　●森林づくりの基盤整備
●信州の木の生産・供給体制づくり

■信州の木の利用促進（ ｐ.163）
公共施設の木造化などを促進するとともに、県産材を用いた住宅の普及や県内外での需要拡大に

向けた支援などにより、県産材の利用を促進します。
●県産材の需要拡大と新たな販路開拓

【用語解説】
＊森林の集団化（団地化）：効率的に森林整備を行うために、間伐などの整備を必要とする森林を集団的に取りまとめること。
＊間伐：育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐採（間引き）し、残存木の成長を促進
する作業のこと。

＊林内道路網：適切な森林管理を行うために配置される林道、作業道等による道路網のこと。

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

165千ｍ3

（H18年）
213千ｍ3

（H24年）県民

117台
（H18年度）

163台

137千ｍ3

（H14年）

65台
県内で導入される高性能林業機械
の数
森林づくり指針による。

県内の民有林で生産される丸太の量
森林づくり指針による。民有林の素材生産量

高性能林業機械の
台数

県

活動

枝払いや丸太を一定の長さに切る高性能林業機械

達成目標

信州の木の家
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地域に根ざした建設産業の振興

建設産業が活力と魅力ある産業となるよう、経営基盤の強化、技術力の向上、人材の
確保・育成などへの支援と入札制度の改善を進めます。

施
策
の
ね
ら
い

0

5,000

H7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
県内の建設投資額（公共＋民間） 

県内の建設投資額と建設業許可業者の推移 

資料：土木政策課 

（年度） 

※年度末における建設業許可業者数を示す。 

建設業許可業者数※ 

8,500

8,000

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000
（業者数） （億円） 

19,979 19,201

16,066

10,668
10,930

10,728

12,214 11,465
9,777

8,716 8,443 8,447

9,534

10,569
10,263

10,356 10,370

9,918

15,431 15,934
14,015

10,630
10,39310,361

施策の展開

■経営基盤の強化（ ｐ.164）
建設産業の経営基盤の強化や経営革新を支援するための情報提供や資金融資のあっせんなどを行

います。
●経営基盤の強化

■技術力向上と人材の確保・育成（ ｐ.164）
建設産業の技術力が向上するよう情報提供などの取組を進めるとともに、技術専門校などにおい

て人材の確保・育成を図ります。
●技術力向上と人材の確保・育成

現状と課題

○建設産業は、住宅・社会資本整備の直接の担い手であり、また、災害時等における地域の守り手と
しても大切な役割を果たしています。

○建設投資額の減少など、建設市場を取り巻く環境は急激に変化しており、県内建設産業は引き続き
厳しい経営環境が継続するものと見込まれます。

○中小企業が多く、厳しい経営環境にある建設産業の経営基盤の強化や技術力の向上を図る取組を支
援する必要があります。

○地域に根ざし、地域に貢献する建設産業が活躍できる環境の整備を行う必要があります。
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■入札制度の改善（ ｐ.164）
高い技術力を有し、地域に根ざし、地域に貢献する企業を評価し、公共工事の品質確保をめざす

入札制度をより一層推進します。
●総合評価落札方式＊の拡大

【用語解説】
＊総合評価落札方式：「価格」により落札者を決定する入札方式に対し、入札価格が予定価格の制限範囲内で、「価格」と「品
質」を数値化した評価値が最も高いものを落札者とすることで、価格と品質が総合的に優れた企業を選定する入札方式

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

8％
（H18年度）

増加―

公共工事（災害等の緊急工事や小
規模工事を除く。）の発注件数に
占める総合評価落札方式による案
件数の割合

総合評価落札方式の
案件数

県

活動

地域で活躍する建設産業

（災害を防ぐための土のう詰め作業）

達成目標

価  格 価  格 価格以外価格以外の評価評価 価  格 

【従　来】 【総合評価】 

＋ 価  格 

　長野県では、納税者が求める「透明性」・「競争性」・「客観性」・「公正・公平」の確保、いい仕事をする企業が報われる制度の実現に
向け入札制度改革に取り組んでいます。 

長野県の「総合評価落札方式」（簡易型） 

公共工事の品質確保 
の促進に関する法律※ 

価格以外の評価 

・過去の工事成績や実績 
・地域要件（本店の所在地） 
・社会貢献（除雪実績や災害等の緊急工事への対応） 
・技術者要件（配置技術者の資格や実績） 
・建設マネジメント（労働福祉などへの取組） 

公共工事の品質確保を促進するため、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めた法律。平成１７年
４月１日施行。 

※　公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法） 

【長野県における価格以外の評価項目】 

工事内容と建設産業の理解に向けた現場見学会
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活力ある商業・サービス業の振興

商業やサービス業の振興を図るため、賑わいのあるまちづくりを進め、社会や生活の
多様化に対応できるサービス業を育成します。

施
策
の
ね
ら
い

0

200

400

600

800

1,000

16141196H3636057S54

（年） 

小売業 

卸売業 

商品販売額の推移 

資料：統計室「商業統計調査」 

（百億円） 

136

175

316

192

430

209

469

252

585

262

543

273

495

265

476

248

398

240

366
219

現状と課題

○消費者ニーズの多様化、ライフスタイルの変化、モータリゼーションの進展、大型店の郊外出店や
様々な業態の小売店が進出する中で、空き店舗が発生するなど中心市街地の空洞化や小規模小売店
の活力が低下しています。

○個人消費が回復してきているものの、県内の商品販売額は減少傾向にあります。
○まちづくり三法＊の改正による中心市街地の重点整備、大規模集客施設の郊外への立地抑制の方向
が示されたことを踏まえ、中心市街地に賑わいを取り戻すことが課題となっています。

○安全でうるおいのあるまちづくりを計画的に進め、地域に密着した店舗づくり、魅力的な店舗の創
造、後継者を含めた人材確保、経営の安定、商店街全体としての賑わいの創出が課題となっていま
す。

○情報通信技術の発達、少子高齢化などの社会情勢の変化により、福祉、情報など様々な分野での
サービスの需要が見込まれ、生活や産業を支えるサービス業の育成が必要となっています。

施策の展開

■賑わいのあるまちづくり（ ｐ.165）
賑わいのあるまちづくりを進めるため、商工団体などが行う商業活性化のための研修、調査研究、
情報提供などの取組を支援します。
●賑わいのあるまちづくり
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■経営体質の強化（ ｐ.165）
商業者の起業支援と資金調達による経営安定を図り、中小事業者の経営能力向上を図ります。
●経営能力向上の支援　　●経営基盤の強化

■商業を支える環境づくり（ ｐ.165）
魅力的で活力ある街なか空間の創出のため、都市計画道路の整備を進めるとともに、良好な市街

地景観を形成し、誘客促進と住みよいまちづくりに努めます。
●商業基盤の整備

■サービス業の支援（ ｐ.166）
生活衛生関係事業者、福祉・情報サービスなどの質の高いサービスを提供できる人材の育成と確

保を進め、社会や生活の多様化に対応できるサービス業の育成を図ります。
●サービス業の支援

【用語解説】
＊まちづくり三法：中心市街地の活性化に関する法律、大規模小売店舗立地法、都市計画法のこと。

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

6.2％
（H17年度）

6.2％
（H23年度）

6.4％

県内対象商店街のうち、全店舗に
占める空き店舗の割合
※対象商店街：10 店舗以上の会
員により組織され、共同経済活動
を行っている全ての商店街（任意
団体を含む）が対象

県内商店街の空き店
舗率県民

達成目標

賑わう中心市街地 全国商店街おかみさん交流サミット
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長野県のブランド創出促進と発信力向上

地域の特性を生かした長野県の地域ブランドの確立のため、県全体のイメージアップ
や、産学官が連携した県内各地域のブランド創出促進と発信力向上を図ります。

施
策
の
ね
ら
い

順位 平成16年

都道府県別地域ブランドランキング

資料：㈱日経リサーチ
「地域ブランド戦略サーベイ」

平成17年 平成18年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

北 海 道

京 都 府

沖 縄 県

大 阪 府

東 京 都

神奈川県

長 崎 県

福 岡 県

兵 庫 県

鹿児島県

奈 良 県

長 野 県

広 島 県

静 岡 県

愛 知 県

北 海 道

京 都 府

沖 縄 県

東 京 都

大 阪 府

神奈川県

福 岡 県

兵 庫 県

鹿児島県

長 崎 県

広 島 県

奈 良 県

長 野 県

愛 知 県

青 森 県

北 海 道

京 都 府

沖 縄 県

大 阪 府

東 京 都

神奈川県

兵 庫 県

福 岡 県

鹿児島県

奈 良 県

広 島 県

長 崎 県

静 岡 県

長 野 県

愛 知 県

現状と課題

○近年、消費社会の成熟や経済のグローバル化、ボーダレス化により、商品やサービスの差別化が難
しくなり、地域間競争が激化するなど、本県を取り巻く状況は大きく変化しています。

○豊かな自然や農林産物、三大都市圏との近さなどの諸条件に恵まれ、本県はこれまで観光や農林産
物などの分野で高い評価を得てきましたが、観光客の減少や民間調査会社による地域ブランドラン
キングの低下などに見られるように、長野県という地域のブランド力は低下傾向にあります。

○地域活性化のため、農林産物・伝統工芸品などの特産品、観光など様々な分野で、長野県の地域特
性を生かしたブランドの創出促進と発信力向上が求められています。

88.0

50.9

31.4

23.5

0 20 40 60 80 100

自然 

料理 

伝統・文化 

食材 

（％） 

信
州 

地域に対するイメージ 

94.0

88.0

13.6

55.2

0 20 40 60 80 100

自然 

料理 

伝統・文化 

食材 

（％） 

北
海
道 

34.1

46.9

92.7

18.9

0 20 40 60 80 100

自然 

料理 

伝統・文化 

食材 

（％） 

京
都
・
奈
良 

資料：企画課「信州ブランド戦略調査」 
（平成16年） 
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施策の展開

■県全体のブランド発信力の向上（ ｐ.166）
長野県の魅力を効果的に情報発信するイメージアップ戦略を推進し、県全体のブランド発信力の

向上を図ります。
●県全体のブランド発信力の向上

■地域ブランドの創出促進と発信力向上（ ｐ.166）
産学官が連携してブランドに対する県民の意識啓発などに取り組み、県内各地域のブランド創出

を促進します。また、観光や特産品など様々な分野で、ブランド創出と発信力向上をめざす地域の
取組を支援します。
●地域ブランドの創出促進と発信力向上

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

14位
（H18年）

10位
（H24年）県民

県民 3,241億円
（H18年）

4,000億円
以上

（H24年）

12位
（H16年）

3,693億円
（H14年）

県内観光地内で観光旅行者が支出
した宿泊費、交通費、飲食費等の
総計（観光地利用者統計調査）
［観光地利用者数の増に伴う消費
額の増及び1人当たりの消費額の
拡大を考慮して設定］

都道府県に対する「購入意向」
「訪問意向」「居住意向」「独自性」
「愛着度」の 5項目についてのア
ンケート調査結果を総合評価した
民間調査結果

都道府県別地域ブラ
ンドランキング

観光消費額

達成目標

イメージアップを図るパンフレット 信州ブランドフォーラム
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雇用の確保と安心して働くことのできる労働環境づくり

県民がゆとりを持って、意欲的に働くことができる社会の実現のため、働きやすい職
場環境づくりの推進や、職業能力の開発、雇用の促進を図ります。

施
策
の
ね
ら
い

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

1,650

2,000
（時間） 

有効求人倍率の推移 

資料：厚生労働省 

年間総実労働時間の推移 

資料：厚生労働省、統計室「毎月勤労統計調査」 

（注：事業所規模30人以上） （年） 

Ｈ14Ｈ2 4 6 8 10 12 14 16 18

（年度） 

15 16 17 18
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

（倍） 

全　国 長野県  

2.48 2.48

1.21

1.060.69

0.490.49

1.43 

所定内労働時間 
（全国） 

所定内労働時間 
（長野県） 

総実労働時間 
（全国） 

総実労働時間 
（長野県） 

1,905

1,842

1,746

1,687

施策の展開

■職業能力開発の推進（ ｐ.167）
産業界のニーズに応じた知識と技術・技能を持った人材を育成し、就業を支援します。また、求

職者等の希望に応じたきめ細やかな職業訓練の実施に努めます。
●産業界のニーズに応じた職業能力開発の推進
●求職者や在職者等の個別ニーズに応じた職業訓練の実施

現状と課題

○少子高齢化の進行、情報化の進展、女性の就業意欲の高まりなど、産業構造や就業環境が大きく変
化する中で、労働力需給のミスマッチ＊や非正規雇用が増加しており、企業においては人材不足感
が高まっています。

○フリーター＊やニート＊、ストレスにより心の病を抱える人が増加するなど、雇用の確保と安心して
働くことのできる職場環境づくりが課題となっています。

○特に雇用情勢が厳しい障害者、中高年齢者などが希望する仕事に就けるようにするための職業能力
の開発と就業の支援が求められています。

○県内企業の年間総労働時間は、全国平均よりも長い傾向にあり、ライフスタイルにあわせ、ゆとり
を持って働くことのできる労働環境づくりが求められています。
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■雇用の促進（ ｐ.167）
ハローワーク等関係機関との連携により、求職者の希望に応じた就職を支援します。また、女性、
障害者、中高年齢者など、雇用情勢が厳しい求職者に対するきめ細かな就職支援に努めます。
●障害者・中高年齢者等の就職支援　　●女性の再就職の促進
●人材の確保　　●若年者、フリーター、ニートの就業支援

■働きやすい職場環境づくりの推進（ ｐ.168）
働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、仕事と、子育てなど家庭生活との両立を支援し

ます。
●職場環境の向上　　●ワークライフバランス＊の推進
●女性が活躍できる職場環境づくり　　●勤労者福祉の充実
●メンタルヘルス対策の充実

【用語解説】
＊労働力需給のミスマッチ：求職者と求人者の条件が合致しないことにより、求職者数に見合う数の求人数があるにもかかわ
らず、雇用が創出されないこと。

＊フリーター：平成19年版労働経済白書（厚生労働省）では、「在学していない15～34歳の者（女性は未婚の者）で、アルバ
イト・パートに従事している者、又は従事することを希望する無業者」と定義している。

＊ニート：いわゆる若年無業者。平成19年版労働経済白書（厚生労働省）では、「教育を受けず、労働を行わず、職業訓練も
していない15～34歳の者。家事手伝いは含まれない。」と定義している。

＊ワークライフバランス：働く者がその意欲と能力を生かして充実した生涯を送れるよう仕事と生活を調和させるという考え
方

＊Iターン：県出身者に限らず県外に在住している人が、長野県を愛し「I」の字のようにまっすぐ長野県に就職、定住してほ
しいと、長野県が名付けた人材確保のキャッチフレーズ

指標
種別

指標名 5年前
（平成14年度）

現 状 目 標
（平成24年度）

備 考

男性   0.5％
女性76.3％
（H17年度）

男性   5％
女性80％県民

県民 1,905時間
（H18年）

1,840時間
（H24年）

男性   0.8％
女性75.0％

1,870時間
（H14年）

調査対象事業所（常用労働者 30
人以上）における労働者1人当た
りの年間総労働時間（毎月勤労統
計調査）

調査対象事業所（常用労働者 10
人以上）において育児休業を取得
している労働者（男女別）の割合
（女性雇用環境調査）
［国の「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」をもとに設定］

育児休業取得率

78人
（H18年度）

400人
（H20～24年度

累計）
90人 I ターン事業により就職が確認で

きた人数
I ターン＊事業による
就職確認数

年間総実労働時間数

県

活動

達成目標
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